
［食事支給に係る所得税非課税限度額の見直しについて］ 出典：国税庁HP

令和8年度税制改正により、42年ぶりに見直しが行われました。

2026年4月１日以降に支給される食事から、従来の月額3,500円から月額7,500円に引き上げられました。

物品や食事の提供などのいわゆる「現物支給」については原則として給与として取り扱われ所得税の課税対象になります。

ただし役員または使用人に支給する食事は、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。

　①役員や使用人が食事の価額の50%相当額以上を負担していること。

　②（食事の価額） － （実際に負担している価額）が1か月当たり7,500円以下であること。

1か月の支給日数：20日、弁当代：800円…月額16,000円（20日×800円）とすると

（例１）　　　　　　　　　　：350円　　　　　　　　　　：450円 （例２）　　　　　　　　　　：450円　　　　　　　　　：350円

※「食事の支給」とは企業が従業員に対して、契約業者から購入した弁当を提供することや、社員食堂で食事を提供すること等をいいます。

　一方、「食事の補助」（現金支給）については、給与とみなされ、所得税の課税対象となります。

［深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭に対する所得税の取り扱いについて］ 出典：国税庁HP

深夜勤務者に対して夜食の現物支給に代え、給与に加算して勤務1回ごとの定額で支給する金銭について課税されない金額が、

2026年4月１日以降に支給される食事から、従来の一回の支給額が300円以下から650円以下に引き上げられました。

　　　　　源泉徴収税額表の課税対象額と扶養親族等の数が交わる金額が源泉所得税となります。

　　　深夜勤務者…労働協約又は就業規則等により定められた正規の勤務時間による勤務の一部又は全部を

　　　　　　　　　　　　午後10時から翌日午前5時までの間において行う者をいう。

ご挨拶

　　　　　　　　令和8年4月に入社しました。田中楓華と申します。

　　　　　　　　まだまだ未熟者ではありますが、皆様のお力添えになれるよう日々精進していきます。

区分 　　　　　　　　どうぞよろしくお願いいたします。

乙　欄… その他の人に支払う給与等

　毎年５月上旬ごろ、４月１日現在、自動車等を所有している方には自動車税納税通知書が届きます。

乙　欄… その他の人に支払う給与等 　５月３１日（日）が納付期限となっております。銀行、郵便局、コンビニ等で忘れずにご納付をお願い致します。

丙　欄

賞与

乙　欄… その他の人に支払う賞与

●「扶養親族」とは、給与等の支払いを受ける人と生計を一にする親族　（里子及び養護老人を含み、

　配偶者及び青色事業専従者等を除く。）で　令和8年中の所得の見積額が58万円以下の人をいいます。

●「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち次の１又は２の場合に応じ

　　それぞれ次に定める人をいいます。

　１．扶養親族が居住者の場合年齢16歳以上の人（令和8年分の所得税については平成23年1月1日以前に生まれた人）

　２．扶養親族が非居住者の場合　次のいずれかに該当する人

　(1)年齢16歳以上30歳未満の人(令和8年分の所得税については平成9年1月2日から平成23年1月1日までの間に生まれた人)

　(2)年齢70歳以上の人(令和8年分の所得税については、昭和32年1月1日以前に生まれた人)

　(3)年齢30歳以上70歳未満の人(令和8年分の所得税については昭和32年1月2日から平成9年1月1日までの間に生まれた人)

　　　のうち、「留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人」、「障害者」又は「給与等の支払を受ける

　　　人から令和8年中において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人」

出典：国税庁HP「通勤手当の非課税限度額の改正について」

控除額

※図Ⅰ　通勤手当区分
改正後（令和8年4月1日以後適用）

通勤距離が片道10km以上15km未満である場合  7,300円

           ①交通機関又は有料道路を利用している人に
支給する通勤手当

    1か月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度150,000円)

通勤距離が片道2km以上10km未満である場合  4,200円

　通勤距離が片道2km未満である場合

⑬　⑥～⑫合計

⑤－⑬

⑧子ども・子育て支援金

「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して
いる人に支払う給与等

「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して
いる人に支払う賞与

課税されない金額 ※図Ⅱ　税額表の使用区分

給与等の支給区分

月
額
表

（１）月ごとに支払うもの
甲　欄…

甲　欄…

（３）月の整数倍の期間ごとに支払うもの（全額課税）

日
額
表

（１）毎日支払うもの

19,700円

（３）日割で支払うもの

38,700円

④交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券
1か月当たりの合理的な運賃等の額（最高限度
150,000円）

③自動車や自転車などの交通用具を使用している人で一定の要件を満
たす駐車場等を利用している人(通勤距離が片道2km未満である人を
除く)に支給する通勤手当

②の金額と1か月当たりの駐車場等の料金相当額
（上限5,000円）との合計額

［給与計算・賃金台帳作成について］

⑤交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人
(その交通用具を使用する通勤距離が片道2km未満である人を除く)に
支給する通勤手当や通勤用定期乗車券

1か月当たりの合理的な運賃等の額と②の金額と
の合計額（最高限度  150,000円）

　　⑩…⑤総支給額×各税率  （令和8年4月から令和9年3月までは　一般の事業5/1000 建設事業6/1000）

　　⑪…課税合計（①②③） ― 社会保険料（⑥⑦⑧⑨⑩）＝ 課税対象額（その月の社会保険料等控除後の給与等の金額）

　　　　　（給与所得の源泉徴収税額の求め方は下図Ⅱ参照）
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甲　欄…
　ただし、前月中に普通給与の支払いがない場
合又は賞与の額が前月中の普通給与の10倍
を超える場合には、月額表を使います。

（２）週ごとに支払うもの　　　　 日雇賃金を除く

通勤距離が片道15km以上25km未満である場合 13,500円

日雇賃金通勤距離が片道25km以上35km未満である場合

⑥交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人
で一定の要件を満たす駐車場等を利用している人(その交通用具を使用
する通勤距離が片道2km未満である人を除く)に支給する通勤手当や
通勤用定期乗車券

1か月当たりの合理的な運賃等の額と②の金額と1
か月当たりの駐車場等の料金相当額(上限5,000
円)との合計額（最高限度  150,000円）

通勤距離が片道65km以上75km未満である場合 45,700円

通勤距離が片道75km以上85km未満である場合 52,700円

通勤距離が片道85km以上95km未満である場合 59,600円

通勤距離が片道95km以上である場合 66,400円

②
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通勤距離が片道35km以上45km未満である場合 25,900円

通勤距離が片道45km以上55km未満である場合 32,300円

通勤距離が片道55km以上65km未満である場合

④通勤手当(一定額までは非課税)

🚙　自動車税・軽自動車税の納付　🚙

　　④…課税対象から外れる通勤にかかる費用を計算します。（通勤手当は下図Ⅰ参照）

　　⑤…総支給額

　　⑥⑦⑧⑨…全国健康保険協会から届く保険料額表をご覧ください。

　　⑦…40～64歳の方が負担します。65歳以降は、特別徴収（年金からの天引き）又は、

　　　　　普通徴収（口座振替、納付書払い）の方法で負担します。

　　⑧…令和8年4月分(5月納付分)から負担します。

　　⑥⑦⑧⑨⑩…社会保険料

　　⑫…5月中旬頃、6月分～翌年5月分までの給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の

　　　　　決定・変更通知書（特別徴収義務者用）が届きます。そこに記載されている額を毎月の給与から差し引きます。

    　　　※「特別徴収」は給与から天引きで納めます。「普通徴収」は個人で納付書を使って納めます。

（２）半月ごと、１０日ごとに支払うもの

税額表の使用する欄

「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して
いる人に支払う給与等

⑫住民税

⑤　①～④合計

⑥健康保険料

⑦介護保険料

⑨厚生年金保険料

⑪所得税

⑩雇用保険料

②所定時間外賃金

③○○手当

　　②…残業手当

　　③…扶養手当、家族手当、育児手当、住宅手当、出張手当、皆勤手当等があります。

①基本給

五月晴れの空がとても心地よい季節となりました。気候が良くなりますと心も身体も軽やかに動きやすくなります。
日頃氣になっていたのにできなかった片付けや、行ってみたかった場所へお出かけするなど、リフレッシュできる時間を大事に過ごしたいものです。
新年度がはじまり、社員さんやパートさんを雇い始めると様々な手続きが必要になります。その多くは事業所の給与担当の方が行わなければなりません。
そこで今回は毎月計算する給料計算についてや通勤費・通勤手当などについて改めてご紹介いたします。

＜Ｖｉｓｉｏｎのご案内＞ ＜５月カレンダー＞

Ｐｒｏｇｒｅｓｓ〜進歩〜
事務所通信 一期一会

開催日 対象者 申込期限

５月14日（木） ３・４・５・６ 月決算法人様 ５月8日（金）

6月11日（木）  ４・５・６・７ 月決算法人様 ６月5日（金）

７月 9 日（木）  ５・６・７・８ 月決算法人様 ７月3日（金）
※5月31日は日曜日の為納付期限は6月1日月曜日となります。

9,000円(56％)7,000円(44％) 9,000円(56％) 7,000円(44％)

会社負担従業員負担 従業員負担 会社負担

授業員負担額が食事価額の50%を下回っているため、従業員

負担額を差し引いた9,000円分が「給与」として課税される。

授業員負担額が食事価額の50%以上、会社負担額が7,500円

以下のため7,000円分が「福利厚生費」として処理できる。

新しい仲間が増えました

11 月

14 木

*消費税（毎月納付３月分）の納付期限（年税額4800万円超の法人）

31 日

*4月分源泉所得税･住民税の納付期限

*経営計画書作成セミナー：Vision

*3月決算法人の確定申告及び納付期限

*9月決算法人の中間申告及び納付期限

*消費税（4期）の納付期限（年税額400万円超の12・6月決算法人）


